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●
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
に　

　　

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　 

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
は
３

年
間
で
す
。

　
　

有
効
期
限
が
満
了
し
た
と
き
、

ま
た
は
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、

性
別
の
い
ず
れ
か
に
変
更
が
あ
っ
た

と
き
に
は
、
電
子
証
明
書
は
失
効

し
ま
す
。
失
効
し
た
場
合
に
は
、
国

税
の
電
子
申
告
な
ど
の
電
子
申
請
・

届
け
出
に
使
う
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
。使
用
の
際
は
、有
効
期
限

を
あ
ら
か
じ
め
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　　

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
の
確

認
方
法
は
、
電
子
証
明
書
の
発
行

時
に
お
渡
し
し
て
い
る「
電
子
証
明

書
の
写
し
」、ま
た
は
公
的
個
人
認

証
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
ソ
フ
ト
の「
証
明
書
表
示
ツ
ー
ル
」

で
ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。

※
カ
ー
ド
に
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
の
有
効
期
限（
10
年
）で
す
。

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限（
３
年
）で
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い

　　

更
新
手
続
き
が
必
要
な
方
は
市

民
保
険
課
で
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

▼
必
要
な
も
の

　
・
更
新
す
る
電
子
証
明
書
が
格
納

さ
れ
た
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

　
・
写
真
付
き
の
公
的
な
証
明
書

（
例 

運
転
免
許
証
、パ
ス
ポ
ー
ト
、

写
真
付
き
の
住
基
カ
ー
ド
等
）

　
・
発
行
手
数
料 

5
0
0
円

　
・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と
電
子

証
明
書
の
パ
ス
ワ
ー
ド

※
ま
も
な
く
有
効
期
限
を
迎
え
る
方
も
、

有
効
期
間
満
了
日
の
3
カ
月
前
か
ら
更
新

手
続
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。更
新
手

続
き
を
行
っ
た
場
合
は
、現
在
の
電
子
証
明

書
は
直
ち
に
失
効
し
ま
す
。ま
た
、新
し
い

電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
は
、
手
続
き
の

日
か
ら
起
算
し
て
３
年
間
で
す

■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　　http

://w
w
w
.

e
-tax
.nta.g

o
.jp
/ind
e
x
.htm
l

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　
　

国
民
年
金
は
、
20
歳
か
ら
60
歳

ま
で
の
40
年
間
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
に
よ
り
、満
額
の
老
齢
基
礎
年

金
（
７
９
２
，１
０
０
円
）が
受
け
ら

れ
ま
す
。ま
た
、保
険
料
を
納
め
た

期
間
（
免
除
や
学
生
納
付
特
例
が

認
め
ら
れ
た
期
間
を
含
む
）が
25

年
以
上
な
け
れ
ば
、年
を
取
っ
て
か

ら
年
金
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
　

任
意
加
入
制
度
は
、
60
歳
ま
で

に
受
給
資
格
期
間
を
満
た
せ
な
い

方
や
、
受
給
資
格
期
間
は
満
た
し

て
い
て
も
、
未
納
や
未
加
入
期
間

が
あ
る
た
め
減
額
と
な
る
年
金
を
、

よ
り
満
額
に
近
づ
け
た
い
と
い
う

方
の
た
め
に
、
60
歳
以
降
も
引
き

続
き
65
歳
ま
で
国
民
年
金
に
加
入

で
き
る
制
度
で
す
。

　
　

な
お
、
昭
和
40
年
４
月
１
日
以

前
生
ま
れ
の
方
は
、
65
歳
ま
で
に

受
給
資
格
期
間
を
満
た
せ
な
か
っ

た
場
合
、
特
例
的
に
70
歳
ま
で
延

長
し
て
任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。た
だ
し
、任
意
加
入
の
方

に
は
免
除
制
度
は
適
用
さ
れ
ず
、

必
ず
保
険
料
を
口
座
引
き
落
と
し

に
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

南
国
年
金
事
務
所

　　　　
0
8
8
ー
8
6
4
ー
1
1
1
1

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　
　

身
体
や
知
的
、
発
達
障
害
の
あ

る
小
中
高
生
を
対
象
に
、
お
子
さ

ん
の
安
全
に
配
慮
し
な
が
ら
お
預

か
り
し
、
安
心
し
て
過
ご
せ
る
、
体

を
動
か
し
て
楽
し
め
る
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時　

３
月
22
日（
火
）〜
４
月
６

日（
水
）の
平
日
、９
時
30
分
〜
16
時

■
場
所　

富
家
防
災
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー（
野
市
町
兎
田
五
五
ノ
一
）

■
個
人
負
担　
１
時
間　
100
円

■
申
込
み
期
間

　　
２
月
１
日（
火
）〜
２
月
28
日（
月
）

■
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　　

香
南
市
夜
須
町
坪
井
一
六
ノ
一

夜
須
福
祉
セ
ン
タ
ー
2
階

　　
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
あ
け
ぼ
の

　　 　 

57
ー
7
1
8
0

■
連
絡
先　　

香
南
警
察
署

　　　　

55
ー
０
１
１
０ 

　
　

車
を
運
転
し
て
い
る
と
、
歩
道

上
に
駐
車
し
た
り
、
歩
道
上
を
走

る
車
を
見
か
け
ま
す
。

　　

歩
道
は
歩
行
者
が
通
行
す
る
場

所
で
、車
両
は
例
外
を
除
き
、車
道

を
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、歩
道

通
行
や
歩
道
駐
車
は
違
反
で
す
。

ま
た
、法
定
禁
止
場
所
で
の
駐
停

車
は
、標
識
・
標
示
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず「
違
法
駐
車
」に
な
り
ま
す
。

　
　
１
台
１
台
の
駐
車
は
短
時
間
で

も
、そ
の
よ
う
な
駐
車
が
横
行
す

れ
ば
交
通
の
大
き
な
妨
げ
と
な
る

ほ
か
交
通
事
故
の
原
因
に
も
な
り

ま
す
。

　
　

道
路
は
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
、

ま
た
身
体
の
不
自
由
な
人
な
ど

様
々
な
人
が
利
用
し
ま
す
。

 

「
自
分
さ
え
よ
け

れ
ば
…
」と
い
う
、

迷
惑
駐
車
・
違

法
駐
車
は
や
め

て
く
だ
さ
い
！

（
高
齢
者
ア
ド

　

バ
イ
ザ
ー
・

　

岡
﨑
由
美
）

平成２２年度

固 定 資 産 税  第４期

国民健康保険税　第８期
の納期限は

２月２８（月）です。
期限内の納付をお願いします。

迷
惑
駐
車
・
違
法
駐
車

し
て
い
ま
せ
ん
か
？

年

金

国
民
年
金
に
は

任
意
加
入
制
度
が
あ
り
ま
す

お
お
き
く
な
ー
れ
！！
コ
ー
ナ
ー
は
お
子
さ
ん
で
な
く
、対
象
年
齢
を
広
げ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
　

難
し
い
年
ご
ろ
の
お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の
保
護
者
か
ら
わ
が
子
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
る
コ
ー
ナ
ー
に
な
る
か
も
！！

広

報

へ

の

ご

意

見

１
．
カ
ラ
ー
紙
面
を
増
や
し
て
ほ
し
い
。

２
．
香
南
市
の
歴
史（
史
跡
な
ど
）景
勝
地
、ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
な
ど
香
南
市
を
知
る
コ
ー
ナ
ー
を
シ
リ
ー
ズ
も
の
で
、企
画
し
て
ほ
し
い
。

広

報

へ

の

ご

意

見

税

金

e
‐
T
a
x
を
ご
利
用
の
方
へ

★ご相談は、お近くの 「年金事務所」 または、 

　　「年金ダイヤル」０５７０‐０５‐１１６５ までお願いします。 ※ＩＰ電話・ＰＨＳからは ０３‐６７００‐１１６５ にお電話ください

　●　年金の加入期間が２５年未満の方でも、※カラ期間と合

わせて２５年以上あれば年金が受け取れます。

※カラ期間：サラリーマンの配偶者であった期間のうち、昭和６１

年３月までの間で国民年金に任意加入していなかった期間など

　●　生まれた年などにより、２５年未満でも年金を受け取れ

る場合があります。

※誕生日が昭和２７年４月１日以前の生まれで、厚生年金の加入

期間が２０年以上の場合など

１

　●　７０歳になっても、年金は自動に支払われません。

　●　年金の受け取りを始めるには、年金の請求が必要です。

２

　●　厚生年金の加入期間が１年以上あるなどの要件を満たす方に対し

て支払われる「※特別支給の老齢厚生年金」については、６５歳までに

なる前に請求しても、年金額が減らされることはありません。速やかに

請求を行ってください。

※特別支給の老齢厚生年金：６５歳前に受け取ることができる老齢厚生年金

４

　●　「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の２種類の年金が受け取れま

す。片方の年金だけを受け取っている方は、受け取っていない年金につ

いても、あらためて請求を行ってください。

　●　片方の年金の受け取り開始を繰り下げている方は、７０歳になるま

でに年金の請求を行ってください。

３

　●　現在、会社にお勤めの方も、年金を受け取る資格を満たしている

場合は、請求の手続きを行ってください。

　●　給与の額などに応じて年金の支払額の調整が行われる場合があ

りますが、全額停止の場合を除き、年金を受け取ることができます。

５

　　　年金の請求を
　お忘れではありませんか

　　平成２３年１月より、子宮頸がん予防ワクチン（HPV）、

ヒブワクチン（インフルエンザ菌ｂ型ワクチン）、小児

用肺炎球菌ワクチンの３つのワクチンが無料で接種

できることになりましたのでお知らせします。

　　接種を希望される方は、小冊子「予防接種とこど

もの健康」や同封の説明文をご覧になり、有効性や

安全性についてしっかり確認してください。疑問点が

あれば接種医にご相談ください。

★平成２３年１月１日までに、すでに接種を済

まされている方は、お手数ですが健康対策

課までご連絡ください。

～自己負担金免除について～
　　対象者：生活保護・市民税非課税世帯の方は接種費用の助成があります。

～接種費用の払い戻しについて～
　　平成２３年２月１日～３月３１日までに接種、またはすでに接種を受け費用を支払
　　われた助成対象者には、費用の払い戻し（償還払い）を行います。

～償還払いの受付期間：平成２３年３月３１日まで～
　　※申請には、領収書、接種済み証、振込口座、印鑑等が必要です

◆接種にあたり理解していただきたいこと

①任意の予防接種です

　　これらのワクチン接種は、予防接種法に定められた定期接種（三種混

合、麻しん、風しん、ポリオ等）ではありませんので、法律上の接種を受けるた

めの努力義務はありません。かかりつけ医と相談のうえ接種をしてください。

②この助成制度による無料接種は、平成24年3月31日までです
　　複数回の接種が必要な場合がありますので、助成期間内に接種が完

了するよう、接種医と接種スケジュール等についてご確認ください。

③ワクチン接種による健康被害が生じた場合の救済制度

　　これらのワクチン接種による健康被害の救済制度は、市町村が加入し

ている保険で対応します。また、ワクチン(医薬品)が原因の場合は、独立

行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度が適用になります。
◆接種対象者

イ ン フルエ ンザ 予 防 接 種 の免除申請について 接種期間は、３月３１日まで

お問い合わせは健康対策課まで 

接種対象者

生年月日

中学１年生（１３歳相当）～
高校３年生（１８歳相当）女子

平成４年４月２日～
平成１１年４月１日生まれ

子宮頸がん予防ワクチン
（ＨＰＶワクチン）

接種日時点で
生後２カ月～５歳未満の乳幼児

小児用肺炎球菌
ワクチン

ヒブワクチン

香
南
警
察
署

けう
、

福

祉

春
休
み
障
害
児
長
期
休
暇

支
援
事
業「
こ
は
る
ク
ラ
ブ
」

【日　程】 ２月１１日(金)
【時　間】 １０：００～１５：００

【場　所】 のいちふれあい広場

  問い合わせ…　　
香南ケーブルテレビ
        　 　　５６‐０１０２

旧正凧揚げ大会
祝

】所】

 

Ｈ２３年２月１日～３月３１日までは、インフルエンザ予防接種費用は、すべての人が実費負担になります。

◆料金：無料 平成２３年１月１日以前の接

種費用は助成対象外です

(12)(13) 広報こうなん ２０１１.２ 広報こうなん ２０１１.２
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